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アチェ特別州南東部への トバ ･バタク族の移民

岩 淵 聡 文*

TheTobaBatakMigrationtotheSoutheasternPartof

theSpecialProvinceofAceh,Indonesia

Akifumi IwABUCHI*

nesouthem partoftheSoutheastAcehRegencyoftheSpecialProvinceofAceh,Indonesia,is

namedAlaslandnowasinagespast. Before1904,Onlythejuaspeoplelivedthere,butsincethe

1920sTobaBatakmigrantshaveaowedintoAbsbnd,broughtwastelandundercultivation,andbat

manyvnhgesthere. Theyfirstsetdedinthesouthernmostarea,pardybecausethisareawasau

uninhabitedforest,andpartlybecausein the1910S,whenthepoliticalsituationinAlaslandbeαIlle

stable,amAn roadwasopenedbetweentheforestareaandMedan.AfterWorldWarII,thenumber

ofthemigrantsgrewrapidly. In1985therewere164recognizedv出払gesinAlaskLnd. Ofthese,73

vnhges(45%)wereoccupiedbyAngkolaBatak,MandailingBatak,Gayo,Singkil,orJavanese

migrantsaswe皿asTobaBatakmigrants,whotogedleraccountedforhalfofthepopuhtionof
Absland.

Becauseofagreatdi触rencebetweentheAlasandtheTobaBatakintermsoflandrights,the

formerhavelostahugeareaofAbslandwhilethelatterhavegAmedlargetractsoflandthere.

Am ongtheTobaBatak,aspeciallandrightcalledgohzt,whichistherightofdisposal,isobserved.

Thepa仙 ealdescentgroupownsthiskndright,andthemembersexercisetherightofpossession

only. Normally,therefore,theTobaBatakpeoplearenota止Owedtoselltheirhnd. Ontheother

hand,theAbspeoplehavetherightoflandownership. Beauseofthisright,theAlashavebeen

abletogiveorsellimmenseareasofunoccupiedwastelandtoTobaBatakmigantssincethecolonial

era. neincreasingpopulationofTobaBatakmigrantsin Abslandhasnowcausedeconomic
imbahnce andrehgiousantagomismbetweentheAlasandtheTobaBatak. Inaddition,theAlas

traditionalpattemofclearingforesttobadnewhamletshasbeendestroyedbythedisappearanceof
u血血abitedb一est.

は じ め に

インドネシア共和国のスマ トラ島最北部に位置するアチェ特別州 (propinsiDaerahlstimewa

Aceh)には,アチェ (Aceh)族,ガヨ (Gayo)族,アラス (Alas)族,シンキル (Singkn)族な

どの民族集団が伝統的に居住 しているが,同州外から移住 してきたと考えられている外来の諸

民族集団も多数観察できる｡例えば,･スマ トラ島中部をその原任地としているミナンカバウ
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岩淵 :アチェ特別州南東部へのトバ ･バクク族の移民

(MinaLngkabau)族は,オランダ統治時代以前より今 日の西アチェ県 (KabupatenAcehBarat)や

南 アチ ェ県 (KabupatenAcehSelatan)へ大規模 な植民活動 を行 なって きてお り [Damst6

1920:40], この地域 に定住 した ミナ ンカバウ族 はアチェ語で ｢客｣ を意味するジャム-

Oamee)という名称で分類 されている [Djajadiningrat 1934:321-322;Kreemer 1931:57-

58](図 1参照)｡ オランダがアチェ地方を政治的,軍事的に制圧 した20世紀初頭以降になる

と,さらに大規模な外来の民族集団がこの地域に流入するようになってい く｡ 東アチェ県

(KabupatenAceh¶m∬)においては20世紀初期より抽ヤシやゴムのプランテーションが形成

されていったが,その労働者の中心はジャワ Oava)島か らの移民であ り [Encyclopaedisch

Bureau 1916:233-239],第二次世界大戦後にはこの移民たちが同地域に定着 していった｡ま

た,西アチェ県では戦後に始まるジャワ島からの移民活動 (tllanSm由和Si)が現在でも継続中で

あ り [Melalatoaetal. 1982:9],同島からの貸金農業労働者 も増加 しつつあると報告されて

いる [ibid.:16]｡

こうしたアチェ特別州内における外来の民族集団の流入の中でも,戦前から戦後にかけて最

も大規模に行なわれたものは東南アチェ県 (KabupatenAcehTeng駒ra)南部-の トバ ･バタク

(TobaBatak)族の移民活動である｡東南アチェ県は,他のアチェ特別州内の県 とは異なりア

チェ族は伝続的に全 く居住 してはおらず,ガヨ族 とアラス族が居住 していた地域である｡ ガヨ

族は主として東南アチェ県北部を,アラス族は南部をその居住域 としていた｡南部のアラス地

方への トバ ･バタク族の移民活動は1920年代に始まり,現在では東南アチェ県の全人口の約 4

分の 1を占める程までにその移民の総数は増加 している｡本論文はこうしたアチェ特別州の東

南アチェ県南部-の トバ ･バクク族の移民活動の概要を紹介するとともに,この地域に伝統的

に居住 していたアラス族が戦前から戦後にかけて土地に対する権利を急速に失い, トバ ･バタ

ク族の移民に土地を占有されていった背景に存在 していた両民族集団の土地所有制度の相違を

明らかにするものである｡1)

Ⅰ アラス地方におけるトバ ･バタク族

アチェ特別州の束南アチェ県は,ガヨ族が居住する北部のガヨ ･ルオス地方 (DaerahGayo

Lues)とアラス族が居住する南部のアラス地方 (DaerahAlas)に分かれている (図 1参照)｡

オランダ統治時代には,東南アチェ県北部にあたる領域はアチェ州およびその属領 (Gewest

AtjehenOnderhoorigheden)に含まれるガヨ ･ルオス (GajoLoe6S),南部にあたる領域はアラ

ス地方 (Alaslanden)と呼ばれていた｡オランダ植民地政府がアラス地方を統治下においたの

1)本論文は,1992年 5月の第27回日本民族学会研究大会 (於南山大学文学部)における学会発表 ｢ア
チェ-特別州南部へのバタク族の移民｣を基礎としたものである｡発表の際に貴重なコメントを頂
いた北海道大学の池上重弘助手に感謝の意を表したい｡
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図 1 アナェ特別州と民族集団の分布

注 :本図中において,ジャム一人と海岸マライ人に限り ｢族｣という表現を用いていないのは,前者がミ
ナンカバウ族の移民を意味するアナェ語の表現であり (本文参照),後者は民族集団ではないからで

ある｡

は1904年のことである｡当時のアラス地方の住民の大部分はアラス族であった｡しかしなが

ら,既にこの時期にアラス地方にはアラス族ではないガヨ族とバタク (Batak)族も少数では

あるが居住していたことが知られている｡1904年当時にガヨ族はアラス地方南部に移民村落を
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既に建設 してお り,クニン (Kuning)村,リカット (Likat)村,ピンデイン (Pinding)村,そ

してルクップ (Lukup)村の 4村落がガヨ族の移民村落として記録に残っている [Kempees

1905:119]｡これらの移民村落は,アラス族の土侯の一人であったクジュルン･バンベル

(KejuRun Bambel)の祖先がガヨ地方出身であったことから,同地域のガヨ族を人口増加を計

る目的でアラス地方に呼び寄せ,建設されていたと考えられている [岩淵 1992:8]｡

一方,1904年当時にアラス地方に居住 していたバタク族の大部分は移民ではなく,アラス族

の奴隷 (hembe)であった.バ タク族は,現在の北スマ トラ州 (PropinsiStmateraUtara)に位置

するトバ湖の北方に居住 しているカロ ･バタク (KaroBatak)族,東方に居住 しているシムル

ングン･バ タク (Simelungun Batak)秩,西方 に居住 しているバ クバ ク ･バ タク (Pakpak

Batak)族,南方に居住 している トバ ･バタク族 (図 1参照),その南方に居住 しているアン

コーラ ･バタク (AngkolaBatak)族,そのさらに南方に居住 しているマンダイリン ･バタク

(MandaihgBatak)族の6大民族集団により構成されているが,中でもアラス地方にみられて

いた奴隷は トバ ･バタク族とバクバク ･バタク族の出身者であった｡オランダ統治時代以前に

アラス族は北スマ トラ東岸部をしばしば交易に訪れ,その地においてシムルングン･バタク族

からトバ ･バタク族やバクバク ･バタク族の奴隷を購入していたと言われている｡2)

オランダ植民地政府がアラス地方における統治権を確立 してから約20年後の1920年代になる

とアラス地方最南部のカロ ･バタク地方との境界域-の トバ ･バタク族の移民活動が開始され

た｡この背景には次のような要因が存在していたと考えられる｡まず第一に,アラス地方の最

南部のこの地域は,その当時ほとんど無人の森林地帯であった｡1905年から1906年にかけてこ

の地を訪れた ドイツの地理学者フォルツ (W.Volz)は,この約150平方キロメー トルにおよぶ

原始林に覆われた地域の海抜が200メー トル以下と低 く,水資源が豊富であるという点に注目

した｡そして,わずかな労働力による開墾が行なわれれば広大な水田地帯がここに出現するで

あろうと指摘 し,将来はこの水田地帯に75,000人が居住可能となるであろうという試算を残し

た [volz 1909:358-359;1912:347,408]｡ こうしたフォルツの見解が,1920年代に始まるト

バ ･バタク族の移民活動に影響を及ぼしたか否かについては必ずしも明白ではない｡しかしな

がら,フォルツの予想は約70年後にはほぼ現実のものとなった｡

第二に,1914年にアラス地方 と現在の北スマ トラ州である当時のスマ トラ東岸州 (Gewest

OostkustvanSum atra)の州都メダン (Medan)との間に自動車道路が開通した [Encyclopaedie

vanNederlandsch-Indi台 1917:27]｡この道路はメダンからカロ ･バタク高原を経て,カロ ･

バタク地方とアラス地方との間の無人の森林地帯を抜けてアラス峡谷に達するというルートを

2)アラス地方に隣接 しているカロ ･バタク地方に居住 しているカロ ･バタク族は,その地理的な位置
にもかかわらず, アラス族 との間に積極的な関係 を持 ってはいなかったと考えられている｡

[Kempees 1905:118,148]参照｡
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とっており,現在にいたるまでアラス地方と外界を結ぶ唯一の交通路となっている｡この道路

の開通は,それまで地理的にも孤立 していたアラス地方南部への外来民族集団の移動と､そこ

からの農業生産物のメダン-の出荷を可能としたのである｡第三に,アラス地方がオランダの

支配領域 として,ようやくこの時期に安定したという政治的な理由も存在 していた｡アラス地

方は1910年代までは,アラス族やアチェ族のオランダ植民地政府に対するイスラム教徒ゲリラ

(mwlimin)活動の一拠点となっていた DongejanS 1939:327]o しかしながら,ゲリラの指導

者でアラス族の土侯の一人であったドゥラサ ･スリアン (DoerasaSe血一)が1917年にオランダ

植民地政府 と和解 してアラス地方南部の自治行政官 (ze此estuurder)に就任することにより,

アラス地方の対オランダのゲリラ活動は終息の方向-向かっていった｡3) そして,これ以降ア

ラス地方南部への トバ ･バタク族の移民活動が本格化 していったのである｡

アラス地方への トバ ･バタク族の移民活動に法的根拠を与えたオランダ植民地政府の法令

は,1919年に公布された ｢ジャワ島とマ ドゥ-ラ島外に位置する州の自治行政地区の借地権に関

する布告 (Erfbachtsordormatievoordezelfbesturendelandschappenindegewestenlresidenties]

b山tenJavaenMadoera)｣ である｡ この布告によって各州の総督の許可を受けたそれぞれの自

治行政官は,その地区内の土地の上に移民やプランテーション所有者に対する長期 (75年以

下)の借地権を設定することが公式に可能となった [Engelbrechtetal. 1940:1671-1683]｡

ここで借地権 という用語が使用されているのは,次章で述べるように,当時のオランダ慣習法

学者がインドネシアにおいては土地に対する所有権が存在 していないという見解を持っていた

からであり,それはオランダ植民地政府が所有権を持たないインドネシア人に代わって所有権

の主体 となるという ｢国有化宣言｣ を行なうためであったと考えられている [西村 1979:

23]｡しかしながら,オランダ植民地政府はこの布告により,西欧人のプランテーションによ

り支配されている土地を減少させ,土地不足に悩むインドネシア人の農民に借地権という名目

にせよ土地を与えるという意図もあったと考えられている [pelzer 1978:141]｡

初期のアラス地方南部への トバ ･バタク族の移民は,こうしたオランダ植民地政府の方針に

したがって,アラス地方南部の自治行政官からこの地域の荒蕪地や森林地帯をまずは借用し,

開墾 していった｡4) 1931年には既にこの移民による土地係争問題も発生 し,アチェ州総督から

アラス地方南部における森林伐採が禁止されたとの記録 も残っているが,こうした禁令にもか

かわらず,アラス地方の トバ ･バタク族の移民による開発の利点が論じられてもいたのである

3)オ ラ ンダ統 治時代, ア ラス地方 は南 部 と北部 とい う二つ の 自治行政 地 区 (ze伽 sturende
landschappen)に分割されてお り,それぞれの地区は一人のアラス族土侯の自治行政官により統治さ
れていた｡

4) トバ ･バタク族の移民の単位は,同じ父系出自集団 (mango)に属 し同一村落に共住 していた数家族

という場合が多いが,いくつかの父系出自集団や村落に別々に所属 していた人々が移民単位となっ

ていたという事例 もある｡
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[Berge 1934:9]｡ この時期には トバ ･バタク族の移民だけではなく,西欧人や日本人による

プランテーションもアラス地方南部で小規模ながら存在 していた [Beets 1933:42]｡

1930年の人口統計によると当時のアラス地方の全人口は20,119人である｡その内訳は,アラ

ス族を中心 とする原住民 (inlanders)が19,593人,オランダ人の植民地行政官を中心 とする

ヨーロッパ人が39人,中国人が478人, 日本人などのその他のアジア人が 9人となっている

[DepartementvanEconomischeZaken 1935:112]｡ アラス地方の人口密度は1平方キロメー

トルあたり50人であった｡この人口統計の原住民という範噂に含まれる人々の細分化は行なわ

れていないので,その中に何人の トバ ･バタク族の移民が含まれているのかは不明である｡ し

かしながら,別の記録によれば,当時アラス地方に居住 していた トバ ･バタク族の移民の総数

は3,000人とある [Berge 1934:9]｡ 自治行政地区別の人口は,1930年の段階で北部の自治行

政地区の人口が6,214人であったのに対 して,南部の自治行政地区の人口は13,905人である

[DepartementvanEconomischeZaken 1935:121]｡アラス地方では,オランダ軍がアラス地

方を制圧 した1904年当初から,南部の方が北部に比べて人口が多かったという事実 もあるが

[岩淵 1992:8],アラス地方南部-の トバ ･バタク族の移民活動 も,この南部と北部との人

口の格差に拍車をかけていたと考えられる｡

第二次世界大戦から戦後の混乱期にかけてオランダ植民地政府からの借地権を失った トバ ･

バタク族の移民たちは,土地の不法占拠者 として分類された時期 もあった｡ しか しながら,

1954年 にインドネシア共和国政府 により布告 された緊急法令 8号 (Undang-UndangDaru rat

No.8Tahun 1954)などによりトバ ･バタク族の移民たちはその土地内での所有権を徐々に確

立 していった｡5) この時期のアラス地方における トバ ･バタク族の移民の総数を知る人口統計

は残念なことに存在 してはいないが,1950年代においては1万人前後の移民が既に居住 してい

たと推計できる｡6)1974年にアラス地方に居住 していた トバ ･バタク族の総数は,31,957人と

記録されている [Ismi 1975:2]｡

現在,東南アチェ県南部のアラス地方は 5郡 (kecamaLan)より構成 されている｡ すなわ

ち,北部 のバダール (Badar)那,中部のバブサラム (Babussalam)那,中南部のバ ンベル

(Bambel)那,西部のラウェ ･アラス (I.aweAlas)那,そ して最南部のラウェ ･シガラガラ

(LaweSigala一gala)郡である (図 1参照).これらの5郡には1985年の段階で164村落 (desa)が

東南 アチェ県により登録されている [Bappedaetal.1987:19,22]｡ 筆者自身の調査による

と,7)それぞれの郡に分布 している村落はその構成員により3タイプに分類で きる｡すなわ

5)この法令については,PeLzer[1982:106-107]とStoler[1985:155]参照0
6)カニンガム (C.Cunningham)は1950年以降にトバ ･バタク地方からアラス地方-移民活動を行なっ

たバタク族が約9万人あったと記しているが [Cu血 ngham 1958:79],これは9,000人の誤記であ
ろうと推定される｡

7)この調査は,昭和60年度文部省アジア諸国等派遣留学生制度の資金援助により,1986年から1988年 /
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ち,第 1のタイプとしてその構成月のほとんどがこの地域の旧来の住民であるアラス族の村

港,第 2のタイプはアラス族と他の民族集団の両方が混住 しているいわゆる混合村落,第 3の

タイプは主として外来の民族集団が移民として居住 している移民村落である｡ アラス地方全体

では,第 1のタイプに属 している村落が76村落 (46%),第 2のタイプに属 している村落が15

村落 (9%),そして第3のタイプに属 している村落が73村落 (45%)であ り,移民村落が数

の上でもほぼ半数に迫る勢いとなっている (表 1参照)｡ しかしながら,この移民村落のすべ

てが トバ ･バタク族の移民村落という訳ではなく,戦前に移住 してきたガヨ族や,戦後に移住

してきたガヨ族,シンキル族,マンダイリン ･バタク族,アンコーラ ･バタク族,ジャワ族な

どの移民村落 もここには含まれている｡

表 1 アラス地方における村落の分布 (1985年)

アラス地方の5郡 1. アラス族村落 2. 混合村落 3. 移民村落 合 計

バダール郡 21村落 (64%) 2村落 (6%) 10村落 (30%) 33村落

バブサラム郡 17村落 (63%) 6村落 (22%) 4村落 (15%) 27村落

バンベル郡 18村落 (47%) 5村落 (13%) 15村落 (39%) 38村落

ラウエ.アラス郡 18村落 (56%) 2村落 (6%) 12村落 (38%) 32村落

ラウ工.シガラガラ郡 2村落 (6%) 32村落 (94%) 34村落

それぞれの郡ごとにその内訳を分析 してみると,バグ-ル郡を構成 している33村落の内,第

1タイプに属する村落は21村落,第 2タイプの村落は2村落,第 3タイプの村落は10村落であ

る｡第 3のタイプの村落の内訳は,バタク族の移民村落が 7村落,8) ガヨ族の移民村落が 2村

港,ジャワ族の移民村落が 1村落である｡27村落により構成されているバブサラム郡では,第

1タイプの村落は17村落,第 2タイプの村落は6村落,第 3タイプの村落は4村落であり,第

3のタイプに属する村落のすべてがバタク族の移民村落である｡38村落より構成されているバ

ンベル郡では,第 1タイプの村落は18村落,第 2タイプの村落は5村落,第 3タイプの村落は

15村落である (表 1参照)｡第 3のタイプに属 している村落の内訳は,バタク族の移民村落が

4村落,ガヨ族の移民村落が10村落,シンキル族の移民村落が 1村落である｡バンベル郡にガ

ヨ族の移民村落が特に多い理由は,1904年以前にガヨ族の移民村落であるクニン村などが建設

されていたのが正にこの地域内であるからである｡

＼にかけてアラス地方において行なわれた｡文部省ならびにインドネシア共和国政府の関係諸機関に

感謝の意を表したい｡なお,各村落のタイプ別分類ならびにその比率に関する情報は,筆者が郡長
(caM t),村落長 軸 Lu),および村落民より直接得たもので,公式な地方政府の統計は存在して
いない｡

8)このバクク族の中には,戦後に移住してきたい†･バタク族以外にイスラム化したバタク族である
マンダイリン･バタク族やアンコーラ･パタク族の移民も含まれている｡しかしながら,アラス地
方最南部のラウェ･シガラガラ郡におけるバタク族はそのほとんどがトバ ･バタク族である｡
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32村落から構成されているラウェ ･アラス郡では,第 1タイプの村落は18村落,第 2タイプ

の村落は2村落,第3タイプの村落は12村落である｡ 第 3のタイプに属する村落の内訳は,バ

クク族の移民村落が 9村落,ガヨ族の移民村落が 1村落,ガヨ族とシンキル族が共住 している

移民村落が 2村落である｡34村落から構成されているラウェ ･シガラガラ郡では,第 1タイプ

の村落は2村落,第 2タイプの村落は存在せず,第 3タイプの村落が残 りの32村落である (義

1参照)｡第 3のタイプの村落の内訳は,バタク族の移民村落が22村落,ガヨ族の移民村落が

5村落,シンキル族の移民村落が 4村落,ガヨ族 とシンキル族が共住 している村落が 1村落で

ある｡ アラス地方の最南部に位置するラウェ ･シガラガラ郡にバタク族の移民村落が極端に多

い理由は,カロ ･バクク地方と境を接 しているこの地域がオランダ統治時代以前には無人の森

林地帯であり,前述 した通 り,ここを中心に戦前から戦後にかけて トバ ･バタク族の移民が流

入したからである｡同郡内の移民村落は他のアラス地方の村落に比べてとりわけ大規模なもの

が多 く,人口1,000人以上 を抱える移民村落は32村落中20村落を数えている [KantorStatistik

KabupatenAcehTenggara 1986d:6].

1985年におけるアラス地方の総人口は131,317人で [BappedaetaL. 1987:13],9)人口密度

は 1平方キロメー トルあた り330人 となる｡ 県庁所在地であ り行政上 は村落市 (kelunhan

kota)と分類されている東南アチェ県のコタチャネ (Kutacane)市を例外 とすれば,10)各村落

の人口は大体300人から1,500人の間である｡第 3のタイプに属 している村落の総人口は65,353

人で,これはアラス地方全体の人口の約50%になる｡戦後移住 してきたマンダイリン ･バタク

族やアンコーラ ･バタク族を含めると,バタク族のみの移住村落の人口の総数は39,859人で,

アラス地方全体の人口の約30%となる｡ しかしながら,ここには第 2のタイプの村落に居住 し

ているバタク族の人口は含まれてはいないので,それを加えるならば,現在アラス地方に居住

しているバタク族の移民の稔数は約45,0(対人と推計できる｡戦前から戦後にかけて トバ ･バタ

ク族を中心とする移民の流入が最 も激しかったアラス地方最南部のラウェ ･シガラガラ郡に限

ってみれば,総人口38,249人の内,第3のタイプの村落に居住 している移民の総人口は36,980

人で (表 2参照),これは郡全体の人口の約97%である｡ バタク族だけで も27,448人がここに

居住 しているということになり,これは郡全体の人口の約72%を占めるにいたっている｡11)

9)この統計資料によるとラウェ･シガラガラ郡の人口が38,247人となっているが [Bappedaetal.
1987:13],これが依拠しているラウェ･シガラガラ郡の統計資料によると38,249人である [Kantor

StatistikKakbupatenAcehTenggara 1986d:5]｡したがって,アラス地方の総人口は131,315人では
なく131,317人と判断した｡

10)1985年におけるコクチャネ市の人口は3,307人である [KantorStatistikKabupatenAcehTenggara
1986b:7]｡

ll)1985年における東南アチェ県の総人口は176,586人 (176,588人)である [Bappedaetal. 1987:
13]｡東南アチェ県北部であるガヨ･ルオス地方にもバクク族の移民村落は存在しているので,バタ
ク族移民の東南アチェ県全体の人口に占める割合も30%前後と推計され,トバ ･バタク族の移民に
限るならば25%前後と推計できる｡
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表2 アラス地方における人口の分布 (1985年)

アラス地方の5郡 1. アラス族村落 2. 混合村落 3. 移民村落 合 計

バダール郡 9,777人 1,914人 9,361人 21,052人

バブサラム郡 13,877人 10,485人 2,465人 26,827人

バンベル郡 12,923人 4,448人 10,723人 28,094人

ラウ工.アラス郡 10,258人 1,013人 5,824人 17,095人

ラウエ.シガラガラ郡 1,269人 36,980人 38,249人

荏 :本表ならびに表 1はアラス地方の5郡ごとの統計資料 [KantorStatis血 KabupatenAceh

Tenggara1986a;1986b;1986C;1986d;1987]に基づき,筆者が独自に作成したものであ
る｡なお,アラス族村落の人口の中には若干のアラス族以外の民族集団に属している人々が

含まれている場合があり,移民村落の人口の中にも若干のアラス族の人々が含まれている場
合がある｡

ⅠⅠ トバ ･バタク族とアラス族の土地制度

植民地時代初期の段階における トバ ･バタク族の移民活動の背景には,アラス地方南部を外

来の民族集団の手により開発するというオランダ植民地政府の意図や,また,無人の荒蕪地や

森林地帯 も広範囲に亙ってアラス地方南部に残存 していたという事実がある｡ しかしながら,

第二次世界大戦以後になると,以前はアラス族の村落しか存在 していなかったバダール郡やラ

ウェ ･アラス郡などにもトバ ･バタク族を中心 とする移民村落が増加 していく｡ こうした移民

村落は,アラス地方南部でアラス族の村落とその境界を接 している移民村落と同様に,近年ま

すますその村落地や耕作地の面積を拡大させているのである｡

アラス族の村落域 と接する形で トバ ･バタク族の移民村落が形成されると,移住当初は小規

模な耕作地のみしか所有 していなかった移民村落は,アラス族の村落から機会ある毎に土地の

購入を行ない始める｡12)例えば,バダール郡にあるサラン ･アラス (SalangAlas)村はその名

が示す通 り旧来はアラス族の村落であった｡ところが,この村落に隣接する形で トバ ･バタク

族の移民村落が戦後に形成されると,その移民村落は土地の購入などを通 じて急速にその村落

域を拡大させた｡現在,新サラン (SalangBaru)村 と呼ばれるまでに成長 したその移民村落の

耕地を含めた総面積は90.88平方キロメー トルであるのに対 して,土地を急速に失った元のサ

ラン･アラス村の総面積はわずか13.63平方キロメートルにすぎない [KantorStatistikKabupaten

AcehTenggara 1986a:3]｡ トバ ･バタク族の人々がアラス地方において土地の拡大を計る一

方で,アラス族の人々が急速に土地を失いつつある背景には, トバ ･バタク族の土地制度が土

12)アラス族の村落民が土地を売却する理由は,儀礼の費用や婚資の調達,不作の埋合わせなどであ
る｡売却する土地を持たないアラス族の人々は,近年ではバタク地方に農業労働者として出稼ぎに
でかける｡
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地の非譲渡性を特徴 とするような属性を持っていたのに対 して,アラス族の土地制度のもとで

は土地が自由に譲渡可能な不動産であったという根本的な相違が存在 している｡

バタク族の土地制度はその諸民族集団にしたがって若干の地域差がある｡また,同じバタク

族とはいっても,その居住地区によって異なった土地制度が観察されるという場合も認められ

ている｡ アラス地方に現在移民 として居住 しているトバ ･バタク族に限るならば,その移民の

出身地の中心は トバ ･バタク地方の中でもトバ湖南部の地域である｡ 例えば,アラス地方の ト

バ ･バタク族の移民村落で比較的多数観察できるマルガ ･マルパウン (MargaMarpaung)とい

う父系出自集団に属 している人々は, トバ湖南部のバ リゲ (Balige)地方から移動 してきた移

民であると考えられている｡ また,アラス地方最南部に位置するラウェ ･シガラガラ郡に属 し

ているラウェ ･キンガ連合 (LaweKhgaGabungan)村はマルガ ･プルバ (MargaPurba)とい

う父系出自集団に属 している人々が居住 しているが,彼 らもトバ湖南部の トバ高地地方をその

故地 としている｡13) トバ湖の南部を中心に分布 している トバ ･バタク族の人々が,戦前から戦

後にかけてアラス地方を含む外部の地域に大規模な移民活動を行なった理由は, トバ ･バタク

地方の中でも特にこの地域の人口が既に飽和状態であり,多 くの人々が外部への移民を希望 し

ていたからである [Cunnhgham 1958:79,85]｡

トバ湖南部を中心とした トバ ･バタク地方で観察される伝統的な土地に対する権利を表す用

語にゴラット (由Iat)権 というものがある｡ ヴァルネック O.Wameck)の トバ ･バタク語の辞

書 に よる と, ゴラ ッ トとは ｢父親 と祖先 か ら相続 した一区画の耕地,相続物｣ とある

[wameck 1977:93]｡ 一方,ヤウス トラ (M.Joustra)によれば,ゴラットとはある一定の地

域を排他的に支配 している父系出自集団が もつ村落圏のことであるという Doustra 1926:

218]. しか しながら,フェルハウエン O.C.vergouwen)によれば,｢支配的な父系出自集団

の耕作者にとってゴラットの権利は最 も価値ある財産であり,なぜならばその男性子孫にとっ

てゴラットとは死後相続される土地であるからである｡ その土地は分･割されている場合も,さ

れていない場合も同様で,すなわち,ゴラットとは自分に個人的に与えられているところの,

自分の リネ-ジ ･父系出自集団 ･氏族の持つ土地への管理権である｣ と述べ [vergouwen

1933:137;1964:113],ゴラットが単に父系出自集団が排他的に管理している土地だけを示 し

ているのではなく,その土地に対する権利そのものもゴラット,あるいはゴラット権と呼ばれ

うるものであると指摘 している｡こうした記述に基づいて トバ ･バタク族の土地制度の基本的

な構図を要約するならば,まず土地の管理権 とも言うべ きゴラット権 を父系出自集団が保有

し,次にその父系出自集団に属 しているそれぞれの個人は,その中でそれらの土地に対する便

13)アラス地方に移民として定住しているトバ ･バタク族は,その故地に関する知識を失ってはいな
い｡しかしながら,婚姻などはアラス地方に居住しているトバ･バタク族同志の間で行なわれ,死
亡の際もアラス地方に埋葬される｡
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用権とも言うべき占有権 (bezitrecht)を保持するということである｡ そして,その父系出自集

団に属 してはいないが,種々の理由によりそこで耕作を行ないたい部外者は,占有権を持つ

人々から用益権 (Vruchtgebmiksrecht)もしくは享有権 (genotrecht)を取得するのである.

ところで,戦前のオランダ慣習法学者の意見によると,インドネシアにおいては土地を自由

かつ永続的に処分 (譲渡)できるという要件をもった土地に関する最高の権利である所有権は

存在していなかったという. そこで,フアン･フォーレンフォーへン (C.vanVomenhoven)な

どに代表されるオランダ慣習法学者たちは,所有権 (eigendomsrecht)という概念に代わって

管理権 (beschikkingsrecht)14) という用語をインドネシアにおける土地に対する最高の権利を

表す概念として導入 した [西村 1979:22]｡この管理権なる概念がいわゆる西欧世界でいう

所有権と決定的に異なっているのは,｢これが最も重要な属性であるが,土着の法共同体は管

理権を永久に譲渡することが出来ない｣[vollenhoven 1909:19-20]という側面である｡同じ

見解を持つ慣習法学者の トゥル ･ハ-ル (B.terHaar)は,詳細な調査が必要であるとしなが

らも,バタク族のゴラット権とは正に非譲渡性がその中心的属性であるバタク族独自の管理権

である,という意見を提出している [Haar 1939:66].

しかしながら, トバ ･バタク族のゴラット権が譲渡不可能,売却不可能な管理権であったか

否かについては議論が分かれるところでもある. シュレーダー (E.E.W.G.Schr6der)は,

トバ ･バ タク族の問では土地の売却は行なわれることはないと記録 しているが [schr6der

1920:49],フェルハウエンによれば ｢ゴラットとは息子はもちろん娘 も含まれる子供たちに

自由に譲渡できる土地で,死ねば自分の息子に相続される｡ 遠 くに移住 したとしてもその土地

は自分に属するものであり,交換したり,貸 し出したり,現金が必要な場合には抵当にいれる

ことも可能である｡ もし負債が重 くなれば,土地は支払の際に渡され,誰も援助はしない｡地

域の慣習法は,相続人が土地を安価で優先的に買う権利を認めてはいるが,その制限内におい

て,土地は永久的に現金に替えることができる｣[vergouwen 1933:136-137;1964:113]と

して,一定の範囲内に限って土地の譲渡がありうることを指摘 している｡ すなわち,ここで問

題となるのは,ゴラット権の譲渡 ･売却の範囲である｡

前述した,アラス地方に居住 しているトバ ･バタク族の父系出自集団のマルガ ･マルパウン

がその故地であると考えているトバ湖南部のバリゲ周辺においては,ゴラット権は父系出自集

団の村落を越えた儀礼的集合体であるところのホルジャ (hoq'a)が保有していると考えられて

いる 【YpeS 1932:226-228].ゴラット権が設定されている土地は基本的には売却が不可能で

はないが,まず,買い手としては自分と同じ父系出自集団に属 している近い親族が,次に同じ

ホルジャに属している人が,そして両者の中に買い手が見つからない場合に限って,ホルジャ

14)従来,この用語は処分権と訳されていたが,譲渡 (処分)できない権利を処分権と訳するのは適当
ではないという意見もあり,ここでは管理権と訳しておく｡西村 [1985:179-180]参照｡
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外の非親族に売却できるという [ibid.:259]｡一方,マルガ ･プルバがその故地であると考え

ている トバ湖南部の トバ台地では,ビウス (biw)と呼ばれる儀礼的な村落連合内に限 りゴラ

ットとして占有 している土地を売却することが可能なのである libid.:409]｡地域差はあるに

せよ,ゴラット権 とは,やはり基本的には決して無差別に譲渡可能な土地に関する権利を示し

ているのではなく,オランダ慣習法学者が指摘 しているような自由かつ永続的に処分出来ない

土地の管理権を表 している用語であると認識すべきであると考えられる｡ 現在,アラス地方に

移民として居住 しているトバ ･バタク族の人々も,この譲渡不可能な土地に対する管理権であ

るゴラット権という概念を依然として保持 し続けており,土地は原則として譲渡不可能な,少

なくとも他の民族集団に譲渡可能な不動産ではないと意識 している｡したがって,アラス地方

においてアラス族から土地を購入した トバ ･バタク族の移民たちは,一度所有した土地を再び

アラス族に売却するということは決してなく,その土地は増加 していく一方なのである｡

一方,アラス地方の旧来の住民であるアラス族の土地制度には, トバ ･バタク族を中心とし

て知られているような父系出自集団の土地への管理権というものは全 く観察できない｡アラス

族の社会にも父系出自集団 (meRge)は存在 している｡口頭伝泉によると,アラス族のいくつ

かの父系出自集団はバタク地方から移動 してきた集団であると伝えられてお り,言語学者の

フォール7-フェ (P.Voorhoeve)は,アラス語を北バタク語方言群の一言語であると結論づ

けている [voorhoeve 1955:131｡しかしながら,バタク語には固有の文字がありアラス語に

は文字はないという事実や,バタク族の間で典型的に観察される母方交差イトコ姫に特徴づけ

られる非対称規定的縁組がアラス族の間では行なわれていないなど,アラス社会とバタク社会

とはかなり異質なものでもある｡ アラス族の父系出自集団の中には,アチェ地方やミナンカバ

ウ地方から移動 してきたという伝承を持つ集団も存在 している｡そして,アラス族とバタク族

との間に存在する根本的な相違点は,アラス族が17世紀のアチェ王国の黄金時代にアチェ王国

の宗主権を認め,イスラム教を受容 したというその歴史的な経緯である｡

このアラス族のイスラム教化とその時期にアラス地方に導入されたイスラム法とアラビア語

の影響により,アラス地方では土地権はハ ッ･タノ (hakbmoh)と命名されている｡ ハッ･タ

ノとは,土地を自由かつ永続的に処分 ･譲渡 ･売却できる土地に対する所有権を示 している｡

イスラム法によれば土地は譲渡可能な財産であり,個人所有の不動産であることが知られてい

るが [Hooker 1984:142],同じイスラム法の影響 を受けた土地制度を持つアチェ族の間で

も,このイスラム法に基づいた土地の売買や譲渡が額繁に行なわれていた事実が知られている

[Kreemer 1923:367-368]｡現在のアラス族の間でも,土地はしばしば売買や譲渡の対象と

なっており,土地は原則として個人が所有しているものである｡ したがって,当然のことなが

ら,アラス地方では土地は個人的に相続されていくものであり,こうした相続慣習は植民地時

代 も同様であった [Berge 1934:9]｡外来の民族集団である トバ ･バタク族や戦後に移住 し
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てきたマンダイリン･バタク族やガヨ族-のアラス族による土地の売却は,このようなイスラ

ム法の影響を受けた土地制度のもとで何 ら抵抗なく行なわれているのである｡

確実な史料は存在 していないが,オランダ植民地軍が1904年にアラス地方に到着した以前に

イスラム化 していたアラス族の間では,既に土地に対する所有権という概念が存在 していたと

考えられる｡ しかし,耕地以外の荒蕪地や森林における所有権は,オランダ統治時代以前には

必ず しも明確にされてはいなかった｡この時期,既に人口が飽和状態にあった トバ湖南部の ト

バ ･バタク地方とは異なり,アラス地方には無人の荒蕪地や森林地帯が広範囲に亙って残存 し

ていた｡当時のアラス族は村落の人口が増加すると,まず第一にアラス地方に広 く残っていた

荒蕪地や森林を開墾して,そこに娘村ともいうべき小村を建設する｡ 次に,数年の後に娘村に

おける収穫が安定すると母村から完全にそこへ移動する,という方法で村落の人口増加に対処

していた｡無人の荒蕪地や森林の開墾は,アラス族と養子関係を結んでその父系出自集団の構

成貞となったり,アラス地方で新たな父系出自集団を組織 した他の民族集団の人々によっても

塀紫に行なわれ,開墾の後にそれらの土地は彼らに無償で譲渡されていたという｡前述した,

1904年以前に既にアラス地方南部に移民村落を建設していたガヨ族の移民も,こうした背景の

中でアラス地方にやって来たと考えられる｡

しかしながら,オランダ植民地政府がアラス地方に統治権を確立すると,無人の荒蕪地や森

林に対する管理権の保持者を名目的にも作 り上げる必要が生じてきた｡そこで,オランダ植民

地政府はアラス族の耕作者によって未だ所有権が確立 していない地域は,自治行政官となった

二人のアラス族土侯にそれぞれ属するものと考えた [loc.cit.]｡ そして,名目上にせよオラン

ダ政府から無人の荒蕪地や森林地帯の管理権の主体であると見なされたアラス族の自治行政官

は,前述 した通 り,土地に対する権利を借地権という名目で移民に譲渡していったのである｡

しかし,伝統的にアラス地方の土侯が荒蕪地や森林に対する管理権 もしくは所有権の主体では

なかったのは明白である｡ それは,アチェ王国時代にアチェ王国より認知されていたアラス族

土侯はあくまでも象徴的な存在であり,さらにこの当時の統治の単位は領域ではなくて父系出

自集団であったからである｡例えば,1900年前後のアラス地方にク トゥ･ルンガット (Kute

Lengat)村 という村落が存在 していたが,その村落の構成月はムルグ ･ス リアン (MeRge

Selian)という父系出自集団に属 し,プンフル ･バティン (PenguluBatin)という下位の土侯の

支配下にあった｡その土侯はさらにクジュルン･バ トゥ･ンブラン (KejuRun BatuMbulan)と

いうタイ トルを待ったより高位の土侯の勢力下にあったが,それは当時アチェ王国より任命さ

れていたアラス地方北部の土侯であった｡当然のことながら,クトゥ･ルンガット村もアラス

地方の北部に存在 していた｡しかしながら,1903年前後にクトゥ･ルンガット村の一部の住民

はアラス地方南部に残存 していた森林を開墾 して,そこに新ク トゥ･ルンガット (KuteLen-

gatBaru)村を建設 した｡この村落の住民はク トゥ･ルンガット村からの移住者であるので,
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その村落 もまたプンフル ･バティンとクジュルン･バ トゥ･ンブランの支配を受けていた

[Daalen 1907:209]｡ところが,新クトゥ･ルンガット村はこの当時におけるアラス地方最

南部の村落であり,アチェ王国より任命されていたこの地域を含むアラス地方南部の土侯はク

ジュルン･バンベルであった｡しかし,同村落はこの南部の土侯の支配を受けるということは

全 くなく,この事実は当時の土侯の支配単位が領域ではなく父系出自集団であったということ

を証明している｡

ところが,統治単位となっていたアラス族の父系出自集団も, トバ ･バタク族のゴラット権

のような個人の上に存在する父系出自集団の土地管理権を持っていた訳ではない｡その理由

は,個人の所有権を明確にしているイスラム法の影響に加えて,アラス族の父系出自集団の性

格や役割が トバ ･バタク族における父系出自集団とは著しく異なっているということにも関係

がある｡ アラス族の父系出自集団は通常は一つのまとまりを持った団体ではなく,多 くのアラ

ス族の父系出自集団はいくつかの異なる民族集団出身の集合体によって構成されていた｡例え

ば,その父系出自集団の一つ,ムルグ ･どこム (MeRgePinim)ち,カロ ･バタク地方から移

動してきた集団と南アチェ県のクルット (muet)地方から移動 してきた集団により構成されて

いると信 じられている｡ したがって,一つの父系出自集団に属 している人々が一定の土地に集

合 して居住 しているということは原則として有り得ず,一つの村落にいくつかの父系出自集団

が観察できたり,前述 したように,ある父系出自集団の構成員がアラス地方の南部と北部の両

域にかなり離れて居住 していたという状況も知られている｡もちろん,アラス族の間でも大き

な父系出自集団の分節を構成 しているリネ-ジ (系族)は一つのまとまりを持った集団であ

る｡ しかしながら,これらのリネ-ジもトバ ･バタク族の間にみられたホルジャとかビウスと

かいうような土地保有体を構成してはいない｡あくまでも,リネ-ジに属している個人は,個

人的にそれぞれの耕作地を所有しているのである｡

婚姻という局面では,両民族集団の父系出自集団間に存在する違いはさらに際立つ｡前述 し

たように, トバ ･バクク族を含めたバタク族の間では,母方交差イ トコ楯に基づく非対称規定

的縁組が行なわれている｡ 婚姻の際にこうした縁組を行なっている規定的社会ではどこでも,

妻与集団 (wife-giver)である出自集団,自らが所属 している出自集団,妻受集団 (wife-taker)

である出自集団という三つの出自集団が極めて重要な役割を演 じている｡ カロ ･バタク族など

でも同様であるが, トバ ･バタク族の間ではこの3集団の役割は婚姻の単位以上のものであ

る｡ トバ ･バタク族のあらゆる儀礼の際にはこの3集団の存在が必要不可欠なものとされ,倭

礼の正当性もこの3集団の存在により与えられる [sherman 1990:92]｡また,それぞれの父

系出自集団内で何 らかの開巻が発生した場合には,妻与集団がその調停役となるということも

知られている [vergouwen 1933:76;1964:65]｡ さらに重要な局面は,妻受集団が様々な機

会に妻与集団より超自然力や個人的活力の源泉を受け取るというような,両者の間に霊的優位
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関係が存在 しているという点である｡ すなわち,妻与集団はトバ ･バタク族が信仰の対象とし

ている至高神の代理人とも考えられており,災害や不幸の際には妻与集団の霊力が妻受集団に

移動すると信 じられている [ibid.:63165;Vergouwen 1964:54-56]. いずれにせよ, トバ ･

バタク族の社会生活のあらゆる側面は,この3集団を中心とする父系出自集団なしには成立 し

ないと言っても過言ではなく,それぞれの父系出自集団が土地保有という側面ではゴラット権

という名称のもとで土地を管理する単位としても重要な役割を演 じているのである｡15)

一方,非対称規定的縁組を行なってはいないアラス族の問では,婚姻の際にも妻与集団,出

自集団,妻受集団という三つの父系出自集団の重要性がとりわけ強調されるということはな

い｡アラス族は母方交差イ トコ婚ならびに父方交差イトコ始を選好 しているので,妻与集団と

妻受集団とが一致する場合もあり,3集団の区分も極めて唆味である｡儀礼の際に妻与集団や

妻受集団の人々が招待されるという場合はある｡その際には,漠然とした妻与集団の妻受集団

に対する優位関係は存在 している｡例えば,妻与集団の人々には必ず上座が用意され,家畜の

供蟻が行なわれる｡ しかしながら,儀礼の正当性がこの3集団の出席により与えられるという

意識はなく,集団間の関係が全 く存在 しない訳ではないが,むしろ個人間の婚姻関係などの関

係が重視される｡ 調停役としての妻与集団の役割も知られていない｡またアラス族はイスラム

教徒であるので,当然のことながら,妻与集団から妻受集団への霊力の移動などという観念も

認められてはいないのである｡

考 察

アラス地方における トバ ･バタク族を中心とする移民の著 しい増加は,この地域における

種々の社会問題の要因となっている｡ 宗教的にトバ ･バクク族はキリス ト教を信仰 しており,

イスラム教徒であるアラス族やガヨ族と対立している｡具体的には, トバ ･バタク族の村落内

での養豚や市場-の食用の犬の出荷などが多 くのイスラム教硬を刺激しているが,類似の宗教

問題は戦後に多 くの トバ ･バタク族の移民が流入 した北スマ トラ州都市部においても発生 して

いるという [cunningham 1958:145]｡ 宗教の相違という理由からアラス族とトバ ･バタク族

が通婚関係を結ぶということは通常はなく,極 くまれな例として通姫が目的でイスラム教に改

宗 した トバ ･バタク人とアラス人との婚姻が行なわれる｡

キリス ト教徒であるトバ ･バタク族は強固な統一教会組織を持っており,その中心的な存在

はフリア ･クリステン･/ヾタク ･プロテスタン (HuriaKristenBatakProtestan),通称 HKBP

である｡ アラス地方はアチェ特別州内においても最 も教会が多い地域で [Syamsudh 1971:

15)リーチ (E･R･Leach)によれば,バタク族の問で典型的に観察できるような非対称規定的縁組とい
う婚姻形態自体が,ある出自集団が一定の土地を排他的に支配するという土地所有制度と密接な関
係があるという【Leach 1961.･92-95].
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237],これはもちろん トバ ･バタク族の移民が最 も多い地域であるからである｡アラス地方最

南部のラウェ ･シガラガラ郡では,HKBP以外の教会をも含めた教会の総数が1985年の段階

で55であるのに対 して,イスラム教のモスクの総数は13である [BappedaetaL. 1987:46]

(表3参照)｡ トバ ･バタク族は礼拝 日には必ず教会を訪れ集会に参加 しており,こうした機会

を通 じて移民の トバ ･バクク族の父系出自集団はその凝集性を再確認 してもいる0 -万,イス

ラム教徒であるアラス族の間には続-的な宗教組織は存在 していない｡もちろん,各村落には

モスクがあるのが普通であ り,アラス族の慣習法にもイスラム教の影響が強 く観察できるが,

イスラム教への関心は必ず しも高いものではなく,モスクで定期的に礼拝を行なう一般のアラ

ス人 も一部の宗教関係者や村落の役職者を除いて多 くはないのが現状である｡ アラス族のリ

ネ-ジは,儀礼や農耕の際の相互扶助組織で以前はその統一性を再確認 していたが,次に述べ

る不作の影響などによって近年ではこうした機会は失われつつある｡

トバ ･バクク族などの移民とアラス族 との間の経済的な格差 も開きつつある｡ 元来,アラス

族は水稲耕作のみをその主たる生業 としていたが,最近では農政の失敗や生態系の変化などの

理由により不作が慢性化 している [岩淵 1993:70-73]｡ 他方, トバ ･バクク族などの移民は

アラス地方の中心部の低地よりはむしろ周辺部の準山岳地から定住 していったという地理的な

利点 も生か して,いち早 くコーヒーやククイノキの実 (ke桝in')などの商品作物の栽培を開始

した｡ 民族集団別の統計は存在 してはいないが, トバ ･バ クク族の移民の中心地であるラ

ウユ ･シガラガラ郡は,コーヒーの生産量では東南アチェ県内で第一位であり,ククイノキの

生産量で もコタチ ャネ市のあるバブサラム郡 に次いで第二位 を占めている [Bappedadd.

1987:115-116]｡ 経済的な格差の拡大は,両民族集団間の教育の機会の不均等をもたらしても

いる｡ すなわち,アラス地方における中等学校と高等学校の約半数はラウェ ･シガラガラ郡に

分布 している [ibid.:37,40] (表3参照)｡こうした両民族集団の経済格差が原因と見 られる

アラス族の人々による トバ ･バタク族の移民村落の集撃事件 も,今 日では頻繁に発生 してい

る｡

しかしながら,アラス地方に残っていた多 くの無人の荒蕪地や森林地帯が トバ ･バタク族を

表3 アラス地方における宗教施設と学校 (1985年)

アラス地方の5郡 モ ス ク 教 会 初等学校 中等学校 高等学校

バダール郡 20 12 28 3 1

バブサラム郡 24 6 28 3 3

バンベル郡 20 8 28 2 -

ラウエ.アラス郡 14 17 19 3 -

ラウエ.シガラガラ郡 13 55 38 10 4

出所 :BappedaetaL.[1987:34-46]
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中心とする移民に占有された結果がもたらした最も重要な問題は,アラス族の伝統的な開墾シ

ステムの崩壊である｡ アラス地方には現在ほとんど無人の荒蕪地や森林が残っていないがため

に,娘村を建設 して人口が過剰となった母相から移住するという伝統的な様式では,アラス族

は村落の人口増加に既に対処できなくなっている｡ さらに,1980年にアラス地方周辺の山岳地

の大部分がイン ドネシア共和国政府によってグヌン ･ルセール国立公園 (TamanNasional

GumungLeuser)に指定された｡これによって,その域内における一切の樹木の伐採 と開墾が

禁止され,アラス族はアラス地方の中心部の極 く狭い一角に閉じ込められてしまった｡したが

って,死後に兄弟間で均分相続が行なわれているアラス族の一人あたりの耕地の面積は,村落

の人口の増加に反比例 して減少の一途をたどっており, トバ ･バタク族を中心 とする移民への

土地の売却がその減少にさらに拍車をかけているのである｡
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